
 「モーニングバランス」に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）につい

ての御意見・情報の募集結果について 
 
１．実施期間 平成１９年１１月８日～平成１９年１２月７日 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
３．提出状況 １通 
４．御意見・情報の概要及び新開発食品専門調査会の回答 
 

 御意見・情報の概要 新開発食品専門調査会の回答 

１ 
 

試験の基準として、なぜ 12 週
間連続摂取や 4週間連続 2倍過剰
摂取の基準になったのでしょう

か。食パンなどは毎日摂取するも

のなので、もっと長い期間の試験

が必要なのではないでしょうか。

この基準になった理由なども報

告に載せていただきたいと思い

ました。 
 

特定保健用食品の安全性評価につ

いては基本的考え方*に基づき、ヒト

試験は原則として、継続して摂取し

た場合の影響、過剰に摂取した場合

の影響について評価できるデータと

していますが、食品や関与成分が多

岐にわたることから、個別食品ごと

にケースバイケースで評価を行うこ

ととしています。 
本食品については、 

①動物や細菌を用いた試験において

影響が認められていないこと、 
②関与成分が腸内で消化吸収されに

くいものであり、長期的な影響は

考えにくいこと、 
③ヒト試験における 12 週間連続摂
取、4 週間連続 2 倍過剰及び 2 週
間連続 3 倍過剰試験においても、
臨床上問題となる所見は認められ

なかったこと 
から、提出された試験期間でも安全

性に問題はないと判断したもので

す。 
 
 

＊：「特定保健用食品の安全性評価に

関する基本的考え方」（平成 16 年 7
月新開発食品専門調査会） 
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